
◆野生動物は餌付けされることにより、 

、

特に、ニホンザルなどの中小型の野生動物や

幼獣などは、見た目に「かわいい」と思われる

ことが多くありますが、犬や猫などの

◆また、野生動物は鳥獣保護管理法により  

許可無く捕まえることができません。 

◆鳥獣に関するお問合せは、最寄りの 

へ 

御連絡ください。 

 

 

福島県自然保護課 電話 024-521-7210 
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